
会議録 

会議名 令和４年度 第１回 青少年相談センター運営協議会 兼 不登校対策検討委員会（書面会

議） 

事務局 

（担当課） 

青少年相談センター 電話０４２－７６9－８２８５ 

開催日 令和４年８月３日（水）（資料送付日）～２６日（金）（意見書回答期日） 

出席者 委員  １６名（別紙のとおり） 

その他 ０名 

青少年相談センター事務局 

会議次第 １ 議 題 

（１）令和４年度青少年相談センター運営方針について 

（２）令和３年度青少年相談センター事業状況について 

２ 報 告 

（１）不登校対策プロジェクト体系表の改訂について 

 

主な内容は次の通り。（〇は委員の意見、●は事務局の説明） 

 

（審議を書面等で行った理由） 

新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、出席者が一堂に会する方法により会

議を開催することが困難であったため、書面により委員から意見を求め、回答を得ることにより

会議の開催に代えることとした。 

 

１ 議題 

 議題（１）～（２）について、事務局より資料（青少年相談センター要覧）及び意見書の送付を

行った。 

 

（１）令和４年度青少年相談センター運営方針について 

〔井上和俊 委員〕 

○ Ｐ１ ３ 今年度の重点的な取組 

青少年教育カウンセラーやスクールソーシャルワーカー等、会計年度任用職員の人材の

安定的確保及び資質向上 

    要覧 P１２～１３ 

   （４）スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の活動に関して、「拠点・巡回校型」配置方式の

導入により教員との連携・児童生徒の状況把握を直接行えるようになったことはよい方式

であると思います。 

     反面、ＳＳＷは会計年度任用職員であるので、身分上の不安定さがあると思われ、資質

向上に支障が出る可能性も考えられます。 

     P２ ４予算に予算総額の約９割が会計年度任用職員に係る人件費となっており、また、Ｓ

ＳＷの報酬等は文部科学省の SSW 活用事業国庫補助金の対象となると記載されていま

す。常勤職員への任用が行えるような働きかけをする必要があるのではないでしょうか。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの常勤

化については、国等への要望を進めてまいります。 



  ○ Ｐ２（１）ウ「相談指導教室」の在り方を検討し、 ……中略…… 連携推進に取り組む。 

    Ｐ１５の通室状況を見ると、小学校在籍児童数との関係もあると思いますが通室児童数に 

偏りが見られます。各区の実態に応じた支援や活動の充実、フリースクール等との連携推 

進に取り組んで欲しいと思います。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。現在、各相談指導教室では、個別の指導計画に基づいた一

人ひとりの状況に応じた支援と、ＩＣＴや地域の資源なども活用した特色ある活動を行ってお

ります。フリースクールとの連携については、「不登校を考えるつどい」等保護者が参加する

行事の中で、相談指導教室のみならず、相模原地区学校・フリースクール連携協議会加盟

団体の職員を招いてそれぞれの特色や活動内容等を周知しているところです。今後も、相談

指導教室の周知に努めるとともに、フリースクールと連携を推進する取組みを推進してまいり

ます。 

 

〔大貫君夫 委員〕 

○ 重点的な取組にヤングケアラーに関する項目があっても良いと思う。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。検討してまいります。 

 

〔佐々木新悟 委員〕 

○ 早期就学支援コーディネーターの人員を増やすことを要望します。 

（児童・保護者と学校や支援施設を円滑につなげることにつながると思います。） 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。検討してまいります。 

 

〔中村鳴美 委員〕 

○ 起立性調節障害の児童が増えているので、支援体制の検討はできたら医療関係者を交

えて話し合いができたらよいと思う。 

○ 教育支援班の区担当指導主事による学校支援の充実よりも校長支援の充実を進めま

す。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。検討してまいります。 

 

〔辻井貴大 委員〕 

○ 小・中学校の早い段階から把握や支援は必要だが、把握した生徒の情報を関連機関に

も捕捉できるようなネットワークの構築が必要と考える。義務教育を終えた後でも、進路

未決定の若者が埋もれない地域の環境づくりが重要ではないか。 

 

〔事務局〕 

青少年相談センターでは相談対象を１９歳以下の青少年としており、相談活動を通して、

義務教育終了年齢以降の十代後半の若者への支援を、引き続き行っていきたいと考えてお

ります。 



 

〔梅山佐和 委員〕 

○ 「スクールソーシャルワーカーの配置変更による効果について検証する」（P2） 

⇒「効果」を何とするかの設定が重要であると考えます。児童虐待や不登校等にかかわる

課題は短期間で解決するものではないため、数値で評価できない部分があります。相模

原市においては、何をもって「効果」を分析されるのか整理されることが必要ではないかと

存じます。 

 

〔事務局〕  

ご意見ありがとうございます。ＳＳＷ介入後「どこにもつながっていなかった家庭（子ども）

が、どこかにつながった」「登校日数が 0 日から 1 日になった」「定期的な会議の実施など

による支援チームが構築された」などの事例を整理し、”欠席日数 7 日”以外の効果検証に

ついて検討してまいります。 

 

○ 「家庭環境に起因すると考えられる長期欠席や問題行動等のケースに対して」（P4） 

⇒「家庭環境に起因すると考えられる」と限定する必要はないと考えます（当該箇所を 

削除して良いのではないか）。SV の際にも共有させていただいていますが、SSW は家 

庭環境のみを対象とする専門職ではなく、子どもの生活全般が対象とします（家庭生 

活・学校生活・放課後の生活等が全て含まれます）。「家庭環境に起因する」かどうか、 

をアセスメントする段階こそが、その後の支援において重要であるため、アセスメント 

段階から SSW が携わることが求められます。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。マニュアル見直しの際に削除を含めて検討いたします。 

 

〔井上成子 委員〕 

○ 基本理念について 

コロナ禍であるからこそ、よリー層、子どもや保護者の不安に寄り添い、安心感をもてるよ

う、あたたかな支援をおこなう基本理念に賛同します。 

 

○ 基本方針について 

    (1)「子どもが自己実現に向けて歩めるよう」という大前提を、青少年相談センター、家

庭、学校と共通確認をしていくことを、これからも強調していただきたい。 

(4)学校現場では、近年の傾向として、医療や福祉につなげられればもっと子どもが楽に

なれると感じるケースが多いと感じます。ぜひ情報提供と連携のすばやい対応をお願いし

ます。 

 

○ 今年度の重点方針について 

「起立性調節障害」児童生徒への支援体制について、強化をお願いしたい。保護者の理

解と支援、さらに教職員への研修も強化が必要と感じます。適切な支援と理解があれば、

体調の変化に向き合い、回復時の登校につなげられると考えます。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。ご要望いただきました内容について、引き続き対応してまい

ります。 



 

〔江成浩史 委員〕 

○ 様々な問題が複合的に絡み合う時代において、職員個人の判断ではなく組織的な対応と

関係機関との適切な連携が不可欠だと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。引き続き、組織的な対応に努めてまいります。 

 

〔松本祥勝 委員〕 

○ 基本方針（１）にあるように、相談だけでなく援助活動を行うのであれば、学校の対応に

係る事実確認、対応に係る指導助言も業務に入っている、という理解でよいか。 

 

〔事務局〕 

必要に応じて行ものと考えております。 

 

○ 基本方針（３）に、いじめや自殺企画が入っているが、同上の対応を青少相で行うという

理解でよいか。 

 

〔事務局〕 

青少相単独で行うのではなく、これまで通り教育委員会全体の組織として対応していくも

のと考えております。 

 

○ P2,３（１）SSW の対応について、はヤングケアラーの対応を含むという理解でよいか。 

 

〔事務局〕 

教育委員会内でヤングケアラーの対応については、現段階では青少相が担うものと考え

ております。 

 

（２）令和３年度青少年相談センター事業状況について  

〔井上和俊 委員〕 

○ Ｐ１３（３）（４） ウ  

ＳＳＷ支援の主訴では、不登校が最も多く、次いで家庭環境となっていると示されていま

す。また、ウには、ＳＳＷの支援が児童生徒の状況改善に繋がるために、……一層の工夫

が必要であると記載されていて、その方向性は納得できます。 

できれば、子供たちの状況改善がどの程度見られたのか、判別する方法の工夫も必要か

と思います。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。ケースの改善状況について把握できるよう、工夫・検討して

まいります。 

 

〔大貫君夫 委員〕 

○ 不登校者数やヤングテレホン相談の相談内容やヤングケアラーが原因での不登校生徒

や相談はあるのでしょうか。相談受理件数でその他（身上問題）が３０％ありますがヤング

ケアラーに関する相談はどのくらいありますか。 



 

〔事務局〕 

不登校児童生徒の相談の中で、ヤングケアラーを主とした相談はありませんが、相談の中

でヤングケアラーの疑いがあるケースについては、関係機関と連携をとりながら支援していき

たいと考えております。 

 

〔佐々木新悟 委員〕 

○ SSW や相談指導教室ボランティアのサポートとして、発達特性について学んだ者または

講習を受けた者を入れてはどうでしょうか。専門的な学びをした者を増やすことで、安心し

た環境を作りやすくなると思います。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。検討してまいります。 

 

〔辻井貴大 委員〕 

○ 小学校年代からの不登校の生徒は、中学校以降も不登校になるリスクが十分ある。不登

校になった生徒を教室で授業を受けるまでにするのではなく、教室に通うのが難しいので

あれば、別の場所での学びの場が確保される必要があるのではないか。（例：相模原市

中央区のあいあーるラウンジ）しかし、そういった場所に通うのができない生徒や保護者

のフォローも必須と考える。 

 

〔事務局〕 

現在、相模原市では学校に通うことが難しい児童生徒の学びの場として、市内７か所に

「相談指導教室」を設置し支援しております。引き続き、不登校状態が長期化している児童

生徒への支援方法について検討してまいります。 

 

〔梅山佐和 委員〕 

○ Ⅱ―１教育相談―（１）来所相談・電話相談 

「不登校」 

⇒（質問）示していただいているセンターへの「不登校」相談件数にかかわって、学校が

報告している「不登校」ケースのうち、相談に繋がっているのはどのくらいの割合でしょう

か。学校が継続して相談支援しているケースもあり、単純に出せないところかとも思います

が、教えていただきたいです。また、学校との関係も途絶えてしまっており、センターにも繋

がっていないケースはどのくらいあるでしょうか。そちらには、どの機関がどういった支援を

実施されているでしょうか。 

 

〔事務局〕 

令和 3 年度３月時点で、７６％が相談につながっています。（相談受理件数と欠席状況報

告から算出）学校との関係も途絶えてしまっており、センターにも繋がっていないというケース

はありません。毎月の欠席状況報告をもとに青少相と学校との間で情報を共有し、カウンセ

ラーや SSW へとつなげています。家庭環境に起因する場合には、子育て支援センターや児

童相談所が中心となって支援が行われています。 

 

○ 相談内容 

⇒（質問）相談内容の分類として、児童相談所の「相談内容」と重なると思いますが、 



件数のうち、どのくらいの割合で機関間の連携が行われているでしょうか。 

 

〔事務局〕 

青少年教育カウンセラーが受ける「相談内容」と児童相談所の相談班が受ける「相談内

容」は重なる部分はあります。しかし児童相談所の相談班と青少年教育カウンセラーの相談

自体が重なることは件数としては、ほとんどございません。 

 

○ Ⅱ―１教育相談―（１）スクールソーシャルワーカー（SSW）の活動 

「拠点・巡回校型」（P12-13） 

⇒「拠点校巡回型」が良いかもしれないと思いました。文科省は、「拠点校配置方式：ＳＳ 

Ｗを拠点校に配置し、近隣校を巡回する。」と示しています。“校”の位置として、「拠点」の

あとに付けられることが自然かと思います。名称を設定された経緯を存じ上げないため、

必要ない場合は、このままの使用で良いと考えます。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。今後に向け検討させていただきます。 

 

○ Ⅱ―２不登校対策・対応―（１）相談指導教室通室 

通室状況（P15） 

⇒（質問）通室状況について、人数は、「登録人数」でしょうか。実質的に通室できている

人数として理解して良いでしょうか。また、登録しながら通室できない子どももいると思い

ますが、その場合の支援はどうされているのでしょうか。 

 

〔事務局〕 

通室状況の人数については、通室の手続きを行った児童生徒数であり、実質的に通室で

きている児童生徒数ではありません。何らかの理由で通室しない（またはしたくてもできな

い）児童生徒に対しては、各教室が作成している Google クラスルームで月ごとの予定表を

掲載したり、活動内容をアップしたりするなど教室内の様子を発信している他、教職員や継

続相談を行っている青少年教育カウンセラーと相談指導教室のスタッフが定期的に情報交

換をして通室生の状況を確認しております。 

 

○ Ⅱ―２不登校対策・対応―（３）ふれあい体験活動・チャレンジ教室 

ふれあい体験活動・チャレンジ教室（P16-17） 

⇒様々な体験活動を企画・実施されていて、素晴らしいと思いました。子どもたちには、ど

のような変化や成長が見られるのでしょうか。また、その様子等については、在籍校と共有

はされるのでしょうか。 

 

〔事務局〕 

ふれあい体験活動を通して、児童生徒がその活動に対して集中してとりくむ姿や初めて会

った他校の児童生徒と交流をしたりと、成長する姿を見ることが出来ています。 

活動後のアンケートでは、「今までにないくらいチャレンジしていた」や「友達ができた」と

の意見がありました。在籍校とは学校担当カウンセラーを通して共有しております。 

 

Ⅱ―５令和 3 年度研修会―（６）スクールソーシャルワーカー研修会 

○ 梅山の肩書 



⇒「教授」でなく、「講師」です。 

 

〔事務局〕 

大変失礼いたしました。心よりお詫び申し上げます。 

 

〔井上成子 委員〕 

○ コロナ禍の生徒・保護者、そして教員の不安も受け取間ながらの活動に感謝いたします。 

 

○ 1 教育相談 (4)スクールソーシャルワーカーの活動について。増員していただけてことに

より、学校にはより身近な存在として浸透してきたと感じます。・福祉の支援が必要と思わ

れる家庭に対する SSW の支援を、学校現場は強く求めています。情報共有からさらに一

歩進んだ活動にも期待しています。 

 

○ 2 不登校対策・対応 (3)ふれあい体験教室・チャレンジ教室 

コロナで開催や募集が難しい中で、ご苦労も多かったと思います。学校への周知をいろい

ろな角度からおこない、参加人数の拡大を図れると良いと思います。各校の担当者からだ

けでは、当該生徒のいる学級担任まで伝わっていない現状を感じます。ぜひ今後も継続し

ていただき、魅力あるプログラムで、子どもや保護者が笑顔になれる事業となるよう要望し

ます。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。引き続き、ご期待に添えるよう努めてまいります。 

 

〔金井多恵 委員〕 

○ 教職員、児童・保護者に対し、学校をベースとした事業展開されていることを改めて認識

しました。 学齢期は、子育て支援センターも支援対象としているため、相互理解を深め、

役割や得意分野を整理していく必要があると感じました。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。引き続き、関係機関との連携に努めてまいります。 

 

〔江成浩史 委員〕 

○ 児童生徒の在籍数は年々減少している一方で不登校児童生徒の数は年々増加傾向に

あり、その対応は大変だと思います。また児童がｙ躯体も増改の一途を辿っており、家庭環

境の問題等も含めての対応が必要なケースも多い中で、ＳＳＷを増員し、未然防止や早

期対応に力を入れていることは評価できると思います。子育て支援センターや児童相談

所等の関係機関との連携においても重要な役割を担っていただいていると認識しており

ますので更なる充実を期待しています。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。引き続き、ご期待に添えるよう努めてまいります。 

 

〔松本祥勝 委員〕 

○ P4.6 相談業務、P11 要請相談、P22 ヤングテレホン相談等の「相談」について、受容、

傾聴だけでなく、相談者への支援について行うのであれば、具体的にどうするのか、フロ



ー等で示した方がよい。 

 

〔事務局〕 

ヤングテレホンによる相談については、匿名での相談が主であるため、現段階ではその後

の支援についてのフロー作成については考えておりません。 

 

 

２ 報告 

 

報告（１）について、事務局より資料（不登校対策プロジェクト体系表・進捗表）及び意見書

の送付を行った。 

 

（１）不登校対策プロジェクト体系表の改訂について 

〔井上和俊 委員〕 

○ 方向性Ⅲ（２）① 校内不登校支援教室の設置検討 

  Ｒ２～４モデル校３校の人付けが終了となる理由を聞かせて欲しい。また、Ｒ５以降は自校

努力で実践している登校支援教室だけになるのでしょうか。 

 

〔事務局〕 

モデル校 3 校の人付けに関しましては 1 年間延長を人事課に打診し、、R５年度も継続す

る方向となっております。引き続き、R6 年度の登校支援教室拡充に向け、人付け増員を目指

してまいります。 

 

○ 方向性Ⅳ（３）② 民政児童委員・保護司との連携促進 

  「民生児童委員保護司連携会議の見直し」、「不登校・引きこもりの支援や登校支援教室

への参画を検討していく。」とありますが、関係団体への相談はあるのでしょうか。 

○ 地域との連携で民生委員、児童委員、保護司との連携会議はコロナ禍で実施できていま

せん。情報交換の場でもあり開催を検討していただきたい。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。地域との連携は重要であると捉え、状況を見ながら検討して

いきたいと思います。 

 

〔佐々木新悟 委員〕 

○ ・学校の支援体制 （１）支援体制の構築 ①支援教育コーディネーター資質向上に向け

た研修の見直し 

研修は素晴らしい試みと思います。ですが、現場で研修の内容は活かせてないのが現状

です。研修内容よりも、現場にあった改善が必要と感じています。全体研修よりも、文化の

近い地域ごとに研修や問題点を話し合うグループワークが必要の様に思います。 

 

・人間関係コミュニケーション （１）発達障害等に係る支援 ①発達に偏りがある児童生

徒への通常学級における支援ボランティアの充実 

学校サポーター制度の導入は着実に進んでいる状況です。しかし、問題点は無償ボラン

ティアということです。志がある人材が居ても自身の生活との折り合いがつかないことが

あります。介助員のような手当があると人材確保はより進むと思います。学校で認知され



ることで児童支援だけでなく、職員の支援にも繋がっていく事が学校サポーター制度の

大きな特徴です。青少年相談センターと学校教育課で協力して、より良く広がるようによ

ろしくお願いします。 

 

〔事務局〕 

現場のニーズに合わせた研修を行うことは大切だと考えます。現在 5 回ある研修の内、2

回をパネルディスカッション形式としています。そこでは、現場で活躍する支援コーディネータ

の先生に実践を発表してもらい、質疑応答を行うことで、具体的な支援について学びを深め

ます。また、そこでは小学校、中学校の文化の近い先生同士でグループ討議も行っています。

引き続き、現場で活かせる支援力の向上を目指した研修を行っていきます。 

また、学校サポーター制度の活用につきましても、引き続き学校教育課と連携しながら検

討を進めていきたいと考えております。 

 

〔辻井貴大 委員〕 

○ 児童生徒にとって魅力ある学校づくりを支援とあるが、学校や教員の体制だけでなく小中

学校の周辺地域の社会資源を活用する必要があると考える。学校だけで全てを賄うだけ

でなく、子どものために地域の居場所と連携し、卒業後の切れ目のない体制を作る必要

があるのではないか。 

○ 学校内に通うことができない生徒への支援、孤立を防ぐ体制を検討できないか。 

 

〔事務局〕 

少年相談センターでは相談対象を１９歳以下の青少年としており、相談活動を通して、義

務教育終了年齢以降の十代後半の若者への支援を、引き続き行っていきたいと考えており

ます。 

 

〔梅山佐和 委員〕 

○ 「本プランの目標は、４つの取り組みの方向性を実現する次の事業の行動量を持って目 

標とする」（2 行目） 

⇒（質問）「行動量」というのはどういったことでしょうか。 

 

「小中連携支援シート」 

⇒どのようなシートでしょうか。ぜひ見せていただきたいです。 

 

〔事務局〕 

「行動量」の表記につきましては、各施策の目標として数値的なものではなく、各取組をし

っかりと進めていくという意味を込めて示したものでございます。ご指摘いただきました箇所

について、他にもわかりにくいというご意見もありますことから、標記の仕方についても検討し

てまいります。 

また、「小中連携支援シート」につきましては、第２回の会議の際にご提示させていただき

ます。 

 

〔井上成子 委員〕 

○ 「すべての児童生徒が社会とつながるための支援をおこなう」との基本姿勢に賛同しま

す。 

○  「方向性 I」について 



「小中連携支援シート」の活用が定着してきています。様々な研修でも取り上げていただ

いた成果と実感しています。支援教育コーディネーターによつて差異が出ないよう、各校で

効果的な活用が継続できるよう好事例の情報提供など今後もお願いします。・「発達障害

等に係る支援」についてサポートルームに関する教育効果について、初任者から 2・3 年

次の研修などでも取り上げていただき、共通理解を図っていただきたい。 

R2 年度の副校長会でサポートルームの先生に講演をしていただき、大変好評でした。実

際、副校長のレベルでもサポートルームの教育活動とその効果について認知されていない

点があったと感じました。発達障害等への理解が進むと、学級経営でも児童生徒理解に

大いに活かせると思います。 

○  「方向性Ⅳ」・・。「関係諸機関との支援体制」について・中学校卒業時に何もつながり

がないまま卒業となることがないよう、支援体制の構築を引き続きお願いしたい。 

家庭訪間が難しい家庭に対して、SSW や地域の民生児童委員さんとの連携がとれると

心強いです。 

 

〔事務局〕 

「小中連携支援シート」については、今後も活用できるよう、情報提供をしていきたいと思

います。また、サポートルームに関する教育効果について、研修を行うことは大切だと考えま

す。活躍するサポートルームの先生に実践を発表してもらい、質疑応答を行うことで、具体的

な支援について学びを深めていきたいと考えます。 

 

〔金井多恵 委員〕 

○ 多問題を背景にかかえる事例が多いと思われることから、表に掲載されている取組をどう

活用し、つなげていくことができるか、検討し、経験を共有できる場があると、それぞれの

取組がより一層効果的に活用されると感じました。 課題を抱えたまま、中学の卒業をむ

かえなければならない生徒への支援が、どのあたりに表現されているのか、気になりまし

た。 

 

〔事務局〕 

ご意見ありがとうございます。引き続き、本運営協議会及び不登校対策検討委員会にお

いて様々なご意見をいただきながら、支援の在り方について検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

 

〔松本祥勝 委員〕 

○ 方向性Ⅰ（２）教職員への意識啓発、（１）発達障害等に係る支援、（２）学力の保障、に

係ることについて、教員の発達障害等の理解が不足していることに由来する不適切な対

応が依然多い。「手引き」の内容を全ての教員に周知する必要がある。またわかる授業づ

くりには、ユニバーサルデザインの視点が必須であるが、これもほとんど認知されていな

い。教員が児童生徒の特性を理解し、適切な対応をとること、発達段階を踏まえた対応、

自己肯定感を育む肯定的な関り、が、不登校の未然防止につながると考える。そのため

の具体策（「手引き」の周知、ユニバーサルデザインの視点による授業づくり、キャリアカ

ウンセリングやキャリアパスポート等による関り 等）を学校教育部内で共通理解を図りた

い。 

 

〔事務局〕 

発達障害等の理解について、「手引き」を作成しております。巡回指導の際に支援教育指



導員が必要に応じて学校に活用を促しておりますが、引き続き行う必要があると考えており

ます。また、学校教育部内でも、「手引き」を活用しながら具体策等について共有理解を図る

必要があると考えております。 

 

〔その他〕 

○ 字を大きくしてほしい 

 

〔事務局〕 

多くの方からご意見をいただきました。きちんと提示できるよう改善いたします。 

 

以上 
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